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変額個人年金保険 『年金果実ＮＥＯ〔Ｖ２〕』の取扱開始について 

～ 運用中の楽しみと、将来の受取りの安心感をお届けします！！ ～ 

 

 当行は、平成 24 年 1 月 23 日（月）より、変額個人年金保険「年金果実ＮＥＯ〔Ｖ２〕」（明治

安田生命保険相互会社）の取扱を開始することとしましたのでお知らせします。 

 本商品の導入により、これまで以上に多様化するお客さまの資産運用ニーズにお応えするもの

と考えております。 

  

記 
１．商品名・保険会社 

『年金果実ＮＥＯ〔Ｖ２〕』 （明治安田生命保険相互会社） 

 

２．取扱開始日 

平成 24 年 1月 23 日（月） 

 

３．商品の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

◆本件に関するお問い合わせ 

                西京銀行 営業統括部（担当：田中） 

TEL 0834－22－7663   

 

 

① 「つかう楽しみ」・・・運用成果 

積立金が目標値（基本保険金額の 105％）に達するたびに、基本保険金額（100％）

を超える金額を運用成果（超過給付金）として何度でもお受け取りいただけます。 

② 「ふやす楽しみ」・・・運用手法 

 市場環境の変動に応じて、機動的に資産配分を見直すことにより、安定的な投資成

果の獲得を目指す運用スタイルです。 

③ 「受取りの安心感」・・・年金原資保証 

 運用が不調でも年金原資は基本保険金額の 100％が最低保証されます。運用成果（超

過給付金）を受け取っていても最低保証（基本保険金額の 100％）は減少しません。 

 



 

商 品 概 要 

 

商品名 年金果実ＮＥＯ〔Ｖ２〕 

 5 年ごと利差配当付一時払変額個人年金保険（超過給付金型）〔Ⅱ型〕 

引受保険会社 明治安田生命保険相互会社 

商品の特徴としくみ ①「つかう楽しみ」・・・運用成果 

 積立金が目標値（基本保険金額の 105％）に達するたびに、基本保険金

額（100％）を超える金額を運用成果（超過給付金）として何度でもお受

け取りいただけます。 

②「ふやす楽しみ」・・・運用手法 

 市場環境の変動に応じて、機動的に資産配分を見直すことにより、安定

的な投資成果の獲得を目指す運用スタイルです。 

③「受取りの安心感」・・・年金原資保証 

 運用が不調でも年金原資は基本保険金額の 100％が最低保証されます。

運用成果（超過給付金）を受け取っていても最低保証（基本保険金額の

100％）は減少しません。 

基本保険金額 

（一時払保険料） 

100 万円～5億円（10 万円単位） 

据置期間 10 年 

契約年齢 5・10 年確定年金：0歳～75歳 

15 年確定年金  ：0～70 歳 

特別勘定の特色 市場環境に応じて、株式・商品指数による「積極運用部分」と債券指数等

による「安定運用部分」の資産配分比率を機動的に見直すことにより、市

場に対するリスクをコントロールします。 

死亡給付金 被保険者が年金開始日前に死亡した場合の死亡給付金は、死亡日の積立金

と基本保険金額のうちいずれか大きい金額 

告知 職業告知 

年金開始日前の費用 保険契約関係費：年率 2.70％ 

資産運用関係費：年率 0.30％ 

年金開始日以後の費

用 

保険契約関係費：年金年額に 1.0％を乗じた額を、年金支払日に責任準備

金から控除。 

解約控除 契約日からの経過年数に応じ、基本保険金額に 5.0％～2.0％を乗じた額

を控除。 

※ 詳細については､「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」も

しくは「ご契約のしおり」でご確認ください。 

 

 

 

 



≪ご注意いただきたい事項≫ 

・ 本商品は明治安田生命保険相互会社を引受保険会社とする保険商品です。

このため預金等とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。また元

本保証はありません。 

・ 当行は生命保険契約締結の媒介を行います。そのため、お客さまのお申込

に対して引受保険会社が承諾したときに契約は成立します。 

・ 本商品は預金ではなく、当行が元本及び利回りを保証する商品ではありま

せん。 

・ 本商品は、一時払保険料の 100％を特別勘定で運用し、特別勘定を構成す

る投資信託の運用実績等に応じて積立金、将来の年金年額等が増減します。

そのため国内外の有価証券（株式や債券）の価格下落や為替相場の変動等

により、投資信託の基準価格が下がった場合、積立金、解約返戻金が基本

保険金額（一時払保険料）を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあ

ります。 

・ この保険の解約返戻金は、特別勘定の運用実績によって毎日変動（増減）

します。このため、解約返戻金が一時払保険料より少ない金額となる場合

があります。解約返戻金に最低保証はありません。 

・ 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束し

た保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。 

・ 万一、引受保険会社が破綻した場合には生命保険契約者保護機構により、

保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合にも、

ご契約時の保険金額、年金額、給付金額が削減されることがあります。 

・ 本商品はクーリング・オフ制度の対象です。申込日（申込書の記入日）ま

たは「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレッ

ト」の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて 8 日以内（土・日・

祝日、年末年始等の休日を含みます。消印有効）であれば、書面によりお

申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。 

・ 保険会社による保険金や給付金等のお支払について、受取人の故意による

場合や、健康状態等についてお客さまが事実を告知されなかったり、事実

と異なることを告知された場合等、保険金や給付金等が支払われない場合

があります。 

・ 生命保険をお申込いただくかどうかが、当行でのお取引（預金・融資等）

に影響するものではありません。 

・ 現在加入済の契約を解約・減額し、新規に契約を締結する場合、お客さま

にとって不利益となることがあります。 

・ 詳細については､マネープラザ、ほけんプラザにご用意している「契約締結

前交付書面（契約概要・注意喚起情報）兼商品パンフレット」もしくは「ご

契約のしおり」でご確認ください。 

 

以上 


